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寒さをものともせず、走り初め寒さをものともせず、走り初め
　１月１日、第３５回元旦ランニングの集い（湯沢市雄
勝郡陸上競技協会主催）が湯沢市役所前を発着点に行わ
れました。当日は、小学生から一般まで１４６人が参加
し、号砲とともに一斉にスタート。寒さをものともせず、
約３キロメートルの市街地コースを心地よい汗をかき、
走り初めを楽しんでいました

　１月１日、第３５回元旦ランニングの集い（湯沢市雄
勝郡陸上競技協会主催）が湯沢市役所前を発着点に行わ
れました。当日は、小学生から一般まで１４６人が参加
し、号砲とともに一斉にスタート。寒さをものともせず、
約３キロメートルの市街地コースを心地よい汗をかき、
走り初めを楽しんでいました
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二
十
八
年
度
の
申
告
内
容
や
年
齢
な
ど
か

ら
判
断
し
て
、
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要

と
思
わ
れ
る
人
に
は
、
一
月
中
旬
に
申
告
書

や「
収
支
内
訳
書
」用
紙
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

申
告
書
が
届
か
な
い
人
で
も
、
左
記
の
「
申

告
要
否
判
定
表
」
を
参
考
に
、
申
告
が
必
要

と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
申
告
書
が
届
い
て
も
二
十
八
年
中

は
ま
っ
た
く
収
入
が
な
か
っ
た
と
い
う
人
は
、

申
告
書
裏
面
の
「
課
税
対
象
と
な
る
収
入
の

な
い
か
た
へ
」
の
該
当
部
分
を
記
入
し
、
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

二
十
九
年
度
の
市
・
県
民
税
の
申
告
相
談

は
、
行
政
区
ご
と
に
相
談
会
場
や
相
談
日
が

決
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、
今
号
の
広
報
に
折

り
込
み
の
日
程
表
で
日
時
を
確
認
の
上
、
指

定
日
に
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。
指
定
日
に
来

場
で
き
な
い
場
合
は
、
住
ん
で
い
る
地
区
の

申
告
相
談
期
間
中
に
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。

　

事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
）
や
不
動
産
所

得
を
申
告
す
る
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
収
支

内
訳
書
」
を
作
成
し
、
領
収
書
・
帳
簿
な
ど

を
持
っ
て
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
と
思

わ
れ
る
人
に
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
「
収
支

内
訳
書
」
と
書
き
方
の
手
引
き
を
郵
送
し
ま

す
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
用
紙
は
、
市
税
務
課
、

各
総
合
支
所
、
申
告
相
談
会
場
、
湯
沢
税
務

署
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

※

「
収
支
内
訳
書
」
が
事
前
に
作
成
さ
れ
て

い
な
い
と
、
申
告
相
談
が
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

税
務
署
か
ら
指
導
日
の
案
内
が
あ
っ
た
人

は
、
指
定
日
に
税
務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
所
得
税
の
還
付
申
告
書
は
、
一
月

か
ら
税
務
署
に
提
出
で
き
ま
す
。

※

年
末
調
整
済
み
の
給
与
所
得
以
外
の
合
計

所
得
が
二
十
万
円
以
下
の
場
合
な
ど
、
所
得

税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
が
、
市
・
県
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人
は
、

市
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

確
定
申
告
は
、
電
子
申
告
ｅ―

Ｔ
ａ
ｘ
で

も
で
き
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ　

湯
沢
税
務
署
（
☎
73
5
1

　

0
0
）
へ

　

市
・
県
民
税
の
申
告
書
は
、
郵
送
で
も
提

出
で
き
ま
す
。
記
入
し
た
申
告
書
や
「
収
支

内
訳
書
」、
控
除
資
料
な
ど
を
税
務
課
に
郵

送
し
て
く
だ
さ
い
。
添
付
の
控
除
資
料
な
ど

は
希
望
が
あ
れ
ば
返
却
し
ま
す
の
で
、
そ
の

旨
を
書
き
添
え
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
内
容
の
確
認
な
ど
の
た
め
電
話
を

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
電
話
番
号
欄

に
は
、
日
中
に
連
絡
の
つ
く
番
号
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限　

　

3
月
15
日
㈬
（
当
日
消
印
有
効
）

市・県民税申告相談
平成29年度

市・県民税申告相談
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
に
伴
い
、市
・

県
民
税
の
申
告
や
確
定
申
告
に
は
、
次
の
こ

と
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載

・
番
号
を
確
認
で
き
る
書
類
と
本
人
を
確
認

　

で
き
る
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
だ
け
で
、
番
号
確

　

認
と
本
人
確
認
が
可
能

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い

　

人

　

次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
点
ず
つ
持
参
し

　

て
く
だ
さ
い

○
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
市
民
税
班
（
☎
55

　

8
0
9
4
）
へ

　

身
元
（
本
人
）
確
認
書
類

　

・
運
転
免
許
証

　

・
パ
ス
ポ
ー
ト

　

・
在
留
カ
ー
ド

　

・
身
体
障
害
者
手
帳

　

・
公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
な
ど

　
　

の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ

　

番
号
確
認
書
類

　

・
通
知
カ
ー
ド

　

・
住
民
票
の
写
し
ま
た
は
住
民
票
記
載

　
　

事
項
証
明
書
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記

　
　

載
が
あ
る
も
の
に
限
る
）
な
ど
の
う

　
　

ち
い
ず
れ
か
一
つ

平成29年度

□申告相談期間　2月6日㈪～3月15日㈬
□受 付 時 間　午前8時30分～11時
　　　　　　　　午後1時～3時

▽今号に折り込みの「日程表」も併せてご覧ください。

▽問い合わせ　税務課市民税班（☎55‒8094）

申
告
書
を

　
　
　

郵
送
し
ま
す

指
定
日
に

　

ご
来
場
く
だ
さ
い

郵
送
で
も

　
　

受
け
付
け
ま
す

収
支
内
訳
書
の

作
成
を
お
願
い
し
ま
す

◎
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

申
告
相
談
期
間
中
は
、
市
税
務
課
窓
口

　

で
の
申
告
相
談
は
で
き
ま
せ
ん
。

税
務
署
窓
口
で

　

行
わ
れ
る
所
得
税
の

　
　
　

確
定
申
告
指
導

税
務
署
や
市
へ
提
出
す
る

申
告
書
・
申
請
書
等
に
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が

必
要
で
す

市・県民税の申告が必要？「申告要否判定表」 はい いいえ

いいえ

平成29年1月1日現在湯沢市に住んでいましたか？

平成28年中に収入がありましたか？

　次の①、②のどちらかに当てはまりますか？
　①収入は給与のみで年末調整されている
　②収入は公的年金収入のみ
※公的年金収入が400万円以下であっても、扶養親族の異動など
により、確定申告が必要となる場合があります。
※公的年金から所得税が天引き（源泉徴収）されている場合は、
確定申告により還付になる場合があります。
※市・県民税の所得控除（社会保険料控除、医療費控除など）
を受ける場合は、申告をおすすめします。

税務署に確定申告書を提出しますか？

市・県民税の申告は必要ありません

市・県民税の申告が必要です

市・県民税の申告書が届いていますか？

平成29年1月1日現在お住まいの市町村へ
問い合わせください 
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第35回雄勝の雪まつり
　○と き　2月11日㈯午後5時～9時
　○と こ ろ　小町の郷公園
　○問い合わせ   湯沢市雄勝観光協会（☎52-2200）
　○イベント内容　会場に並んださまざまなカラー雪像
　　　　　　　　　がライトアップされ、訪れる人の目
　　　　　　　　　を楽しませてくれます。当日は、小
　　　　　　　　　町太鼓の演奏なども行われ、観光客
　　　　　　　　　や親子連れでにぎわいます
　　

▲

午後5時　　　屋台村オープン
　　

▲

午後6時　　　ミニかまくら灯ろう点灯、雪像な
　　　　　　　　　　どライトアップ、小町太鼓演奏
　　

▲

午後6時45分　どんど焼き点火
　　

▲

午後7時　　　よさこいソーラン演舞
　　

▲

午後7時30分　イベント行事
　　

▲

午後8時　　　カラー雪像コンテスト表彰式
　　

▲

午後8時30分　みかん・お菓子まき

平
成
二
十
九
年
度
湯
沢
市
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す

　経済的な理由により就学が困難な人に無利子で奨学金を貸し付けすることにより、人材育成を図る
ことを目的として、奨学生を募集します。

○応募要件
　　次の全ての項目に該当する場合、申し込みできます。
　⑴ 湯沢市に本人または保護者が住所を有すること
　⑵ 義務教育修了後の上級学校に在学する人（入学予定者含む）
　⑶ 経済的理由により就学が困難な人
　⑷ 身体健康で品行方正、学業優秀な人
　⑸ 十分な返還能力を有する連帯保証人を選任できる人
　※連帯保証人は2人必要です。2人のうち1人は保護者またはこれに代わる人で、もう1人は湯沢
　市内に住所を有し、願書提出時に満60歳以下の成人で、独立した生計を営み十分な保証能力があ
　る人。
　⑹ 他制度奨学金の貸し付けを受けていない人
○貸付額
　⑴ 高等学校等　月額15,000円以内
　⑵ 高等専門学校　月額20,000円以内
　⑶ 大 学 等　月額30,000円以内
　⑷ 入学一時金　500,000円以内（4年制以上の大学の入学予定者に限る）
○ 貸付期間・貸付時期および方法
　⑴ 貸付期間は、4月から在学する学校の正規の修学期間
　⑵ 月額貸付は、年4回（4月･7月･10月･1月）で各回3カ月分をまとめて、入学一時金は入学初
　　年度の4月に一括して、奨学生本人名義の口座に振り込み
○ 返還期間および方法
　⑴ 返還期間は10年以内で、貸付終了翌年度の12月から開始
　⑵ 返還方法は、半年賦または月賦とし、半年賦は6月と12月に納入通知書による金融機関窓口で
　　の納付、月賦は市の指定する金融機関の本人口座からの振り替え
○募集期間および提出先
　⑴ 募集期間   2月1日㈬～28日㈫（土・日曜日、祝日を除く）午前8時30分～午後5時15分
　※郵送による受け付けは行いません。申請用紙・募集要項は、1月16日㈪から提出先でお渡しし
　ます。また、市ホームページ（http://www.city-yuzawa.jp/syogakukin/1029.html）からもダウン
　ロードできます。
　⑵ 提出先　教育総務課（市役所本庁舎3階）、稲川・雄勝・皆瀬総合支所の市民サービス班
○ 出願方法
　⑴ 提出書類
　　①奨学金貸付願書（様式第1号）
　　②世帯状況調書（様式第2号）
　　③住民票世帯票
　　④世帯全員の平成28年中の収入状況を証する書類
　　⑤合格通知書の写し、入学志願を証する書類または在学証明書
　　⑥学業成績証明書（大学等の区分で貸し付けを受けようとする場合、在学または最終出身校の
　　　証明）
　　⑦各連帯保証人の平成28年度市税納税証明書および印鑑証明書
　※提出された書類はお返ししません。
○ 出願以降の流れ
　⑴ 3月中に出願者全員について、湯沢市奨学生選考委員会の答申に基づき選定し、結果を通知
　⑵ 選定された人には、4月上旬に誓約書・請求書・在学証明書を提出いただき、この書類の提出に
　　より奨学生として正式に決定され、貸付決定通知書を送付
　⑶ 4月下旬から請求書に記載された口座に貸し付けを実行
※詳しくは平成29年度湯沢市奨学生募集要項をご覧ください。
○問い合わせ
　教育総務課（☎73-2161）

秋の宮温泉郷　第19回かだる雪まつり
　○と き　2月4日㈯午前10時～午後8時30分
　○と こ ろ　旧秋ノ宮スキー場
　○問い合わせ　かだる雪まつり実行委員会（秋の宮
　　　　　　　　　山荘内☎56‒2400）
　○イベント情報　約3,000個のミニかまくらが作られ
　　　　　　　　　た会場の景色は圧巻です。夜になり
　　　　　　　　　ミニかまくらに明かりがともされる
　　　　　　　　　と、幻想的な世界が広がります
　　

▲

午前10時～午後3時　かだるミニかまくら作り
　　

▲

午後4時　　　　　　かだるミニかまくら点灯、
　　　　　　　　　　　　　どんと祭（神事）
　　

▲

午後5時～7時30分　餅つき、福（お菓子）まき、
　　　　　　　　　　　　　お楽しみ企画、「鬼ノ國心
　　　　　　　　　　　　　鼓会」の披露
　　

▲

午後8時　　　　　　雪花火

2017

冬まつり
湯沢の

しがっこまつり
　○と き　2月2日㈭、3日㈮
　　　　　　　　　※しがっこのライトアップのみ
　　　　　　　　　4日㈯午後5時～9時
　○と こ ろ　小安峡　河原湯橋周辺
　○問い合わせ　一般社団法人湯沢市観光物産協会
　　　　　　　　　皆瀬事務所（☎47-5080）
　○イベント情報　冬の小安峡で、雪深さを生かしたイベ
　　　　　　　　　ントを開催し、真冬にできる高い雪
　　　　　　　　　の壁を掘って作ったアイスバーで小
　　　　　　　　　安峡オリジナルカクテルやメニューを
　　　　　　　　　味わっていただきます。しがっこや
　　　　　　　　　会場全体のライトアップ、氷のバーカ
　　　　　　　　　ウンターや彫刻、冬花火により小安峡
　　　　　　　　　全体が幻想的な雰囲気に包まれます

 　 ▲ 冬花火　4日㈯午後8時

しがっこまつり
　○と き　2月2日㈭、3日㈮
　　　　　　　　　※しがっこのライトアップのみ
　　　　　　　　　4日㈯午後5時～9時
　○と こ ろ　小安峡　河原湯橋周辺
　○問い合わせ　一般社団法人湯沢市観光物産協会
　　　　　　　　　皆瀬事務所（☎47-5080）
　○イベント情報　冬の小安峡で、雪深さを生かしたイベ
　　　　　　　　　ントを開催し、真冬にできる高い雪
　　　　　　　　　の壁を掘って作ったアイスバーで小
　　　　　　　　　安峡オリジナルカクテルやメニューを
　　　　　　　　　味わっていただきます。しがっこや
　　　　　　　　　会場全体のライトアップ、氷のバーカ
　　　　　　　　　ウンターや彫刻、冬花火により小安峡
　　　　　　　　　全体が幻想的な雰囲気に包まれます

 　 ▲ 冬花火　4日㈯午後8時

犬っこまつり
　○と き　2月11日㈯午前10時～午後9時
　　　　　　　   　12日㈰午前10時～午後8時30分
　○と こ ろ　主会場（湯沢市役所周辺）、まちなか会
　　　　　　　　　場（大丈跡地）、駅前会場（湯沢駅周辺）
　○問い合わせ　犬っこまつり実行委員会（一般社団法
　　　　　　　   　人湯沢市観光物産協会内☎73-0415）
　○イベント情報　犬や鶴、亀などを米の粉でかたどっ
　　　　　　　　　てお供えし、1年の無事を祈願した
    　　　　　　　  ことから始まったお祭りです。会場
　　　　　　　　　内に雪で作ったお堂や犬っこが立ち
　　　　　　　　　並び、ろうそくのほのかな明かりが
　　　　　　　　　郷愁の世界へといざないます
　　

▲

シャトルバス情報「犬っこ号」
　　　◆運行体制（常時巡回）
　　　　イオンスーパーセンター湯沢店→湯沢駅前→
　　　　雄勝中央病院跡地→湯沢文化会館→雄勝中央
　　　　病院跡地→湯沢駅前→イオンスーパーセンター
　　　　湯沢店
　　　◆発車時間
　　　　11日㈯午前10時～午後8時台
　　　　12日㈰午前10時～午後8時台
　　　◆料金　無料

犬っこまつり
　○と き　2月11日㈯午前10時～午後9時
　　　　　　　   　12日㈰午前10時～午後8時30分
　○と こ ろ　主会場（湯沢市役所周辺）、まちなか会
　　　　　　　　　場（大丈跡地）、駅前会場（湯沢駅周辺）
　○問い合わせ　犬っこまつり実行委員会（一般社団法
　　　　　　　   　人湯沢市観光物産協会内☎73-0415）
　○イベント情報　犬や鶴、亀などを米の粉でかたどっ
　　　　　　　　　てお供えし、1年の無事を祈願した
    　　　　　　　  ことから始まったお祭りです。会場
　　　　　　　　　内に雪で作ったお堂や犬っこが立ち
　　　　　　　　　並び、ろうそくのほのかな明かりが
　　　　　　　　　郷愁の世界へといざないます
　　

▲

シャトルバス情報「犬っこ号」
　　　◆運行体制（常時巡回）
　　　　イオンスーパーセンター湯沢店→湯沢駅前→
　　　　雄勝中央病院跡地→湯沢文化会館→雄勝中央
　　　　病院跡地→湯沢駅前→イオンスーパーセンター
　　　　湯沢店
　　　◆発車時間
　　　　11日㈯午前10時～午後8時台
　　　　12日㈰午前10時～午後8時台
　　　◆料金　無料



　

一
月
三
十
一
日
㈫
が
納
期
限
の
市
税
は

次
の
と
お
り
で
す
。

◯
国
民
健
康
保
険
税　

第
七
期

◯
市
・
県
民
税　

第
四
期

※
納
期
限
ま
で
に
納
入
が
な
い
場
合
は
、

納
期
限
後
二
十
日
以
内
に
督
促
状
を
発
送

し
ま
す
。
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
を

お
勧
め
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
左
記
へ
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◯
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
納
税
班
（
☎
73

2
1
1
8
）
へ

　

平
成
二
十
九
・
三
十
年
度（
二
カ
年
分
）

の
建
設
工
事
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業

務
に
関
す
る
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
を

受
け
付
け
ま
す
。

◯
受
付
期
間

　

▼
市
内
業
者
＝
1
月
16
日
㈪
〜
31
日
㈫

　

▼
市
外
業
者
＝
2
月
1
日
㈬
〜
28
日
㈫

◯
申
請
方
法

　

▼
市
内
業
者
＝
持
参

　

▼
市
外
業
者
＝
郵
送

※
申
請
様
式
や
申
請
方
法
、
そ
の
他
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

◯
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

財
政
課
検

査
班
（
☎
55
8
2
7
7
）
へ

　

在
宅
で
寝
た
き
り
の
高
齢
者
な
ど
を
介

護
し
て
い
る
家
族
を
支
援
す
る
た
め
、
介

護
者
へ
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す
。

◯
対　

象　

介
護
保
険
の
要
介
護
4
ま
た

は
5
に
認
定
さ
れ
、
平
成
28
年
1
月
1

日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
、
介
護
保
険
の

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
要
介
護

者
を
介
護
し
て
い
る
家
族
で
、
市
民
税

非
課
税
世
帯

◯
申
し
込
み　

所
定
の
申
請
用
紙
に
必
要

　

事
項
を
記
入
し
、
1
月
31
日
㈫
ま
で
、

左
記
ま
た
は
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

◯
問
い
合
わ
せ　

長
寿
福
祉
課
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎
78
2
3
1
1
）
へ

◯
募
集
種
目　

自
衛
官
候
補
生

◯
資　

格　

18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
男
性

◯
試
験
日

　

・
第
5
回
募
集　

2
月
5
日
㈰

　

・
第
6
回
募
集　

3
月
5
日
㈰

◯
受
付
期
間

　

・
第
5
回
募
集　

2
月
3
日
㈮
ま
で

　

・
第
6
回
募
集　

3
月
3
日
㈮
ま
で

◯
問
い
合
わ
せ　

自
衛
隊
秋
田
地
方
協
力

本
部
横
手
地
域
事
務
所
（
☎
0
1
8
2

32
3
9
2
0
）
へ

　

平
成
二
十
九
・
三
十
年
度（
二
カ
年
分
）

の
建
設
工
事
な
ど
の
入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

◯
受
付
期
間　

1
月
16
日
㈪
〜
3
月
16
日

㈭
◯
申
請
方
法　

湯
沢
雄
勝
広
域
市
町
村
圏

組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◯
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

湯
沢
雄
勝

広
域
市
町
村
圏
組
合
総
務
財
政
課
総
務

班
（
☎
73
9
6
9
1
）
へ

　

悩
み
ご
と
、
困
り
ご
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
り
ま
す
。

◯
と　

き　

1
月
25
日
㈬
午
前
10
時
〜
午

後
3
時

◯
と
こ
ろ　

皆
瀬
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

◯
内　

容　

近
隣
と
の
争
い
ご
と
、
子
ど

も
や
高
齢
者
へ
の
虐
待
、
い
じ
め
や
体

罰
、
借
地
借
家
の
問
題
、
登
記
・
相
続
・

扶
養
な
ど
の
問
題
、
結
婚
離
婚
の
強
要

な
ど

※
事
前
の
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

◯
問
い
合
わ
せ　

秋
田
地
方
法
務
局
大
曲

支
局
（
☎
0
1
8
7
63
2
1
0
0
）

◯
と　

き　

1
月
22
日
㈰
午
後
2
時
開
場

／
2
時
30
分
開
演

◯
と
こ
ろ　

湯
沢
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル

◯
曲　

目　

デ
ィ
ベ
ル
テ
ィ
メ
ン
ト

（
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
）、
ハ
ン
ガ
リ
ー
舞
曲

集
（
ブ
ラ
ー
ム
ス
よ
り
）
ほ
か

◯
入
場
料　

五
百
円（
小
学
生
以
下
無
料
）

◯
問
い
合
わ
せ　

湯
沢
市
民
管
弦
楽
団
麻

生
（
☎
72
2
6
9
3
）
へ

市
税
は
納
期
限
内
に

納
め
ま
し
ょ
う

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

の
受
け
付
け
に
つ
い
て

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

2017.01.15
7

2017.01.15
6

介
護
者
へ
慰
労
金
を

支
給
し
ま
す

第
28
回

  

湯
沢
市
民
管
弦
楽
団

ミ
ニ
・
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト

自
衛
官
募
集

特
設
人
権
相
談
所

国
か
ら
の
お
知
ら
せ

そ
の
他
の
お
知
ら
せ

○安心な手続きのために
　パスポートは、申請日から数えて土・日曜日、
祝日、年末年始を除いて9日目以降のお渡しと
なります。
　お急ぎの場合は、パスポート窓口まで問い合
わせください。

▷取扱時間
　月～金曜日：午前8時30分～午後5時
　　　　　　　（祝日・年末年始除く）
※申請は、渡航日程などを考慮して、余裕を持
ってお願いします。また、過去にパスポートを
取得したことがある人は、県庁への照会が必要
な場合があります。午後5時を過ぎると照会が
できなくなりますので、早目においでください。

▷パスポート窓口
　市民課住民班（☎73‒2116）　

パスポート窓口からの
　　　　　　お知らせ
パスポート窓口からの
　　　　　　お知らせ
パスポート窓口からの
　　　　　　お知らせ

控除の対象となるもの
　診療・治療費、治療目的の医薬品など。
※ドラッグストアなどで購入した市販薬でも、風邪薬など治療目的であれば控除の対象となります。薬品
名の記載があるレシートをお持ちください。
控除の対象とならないもの

　健康診断、人間ドック、予防接種、医師の診断書、栄養ドリンクなど疲労回復や健康維持の目的で購入
したもの、視力矯正のためのコンタクトレンズ代、眼鏡代、老齢者の使用する補聴器代、医師の処方のな
い目薬や湿布薬など。
※平成29年1月1日以降、健康診断や予防接種などを受けた人が、国が指定する市販薬を購入した場合に
医療費控除を受けられる特例制度が設けられました。30年度の申告（29年分確定申告）から適用になります。
内容が分かる領収書を保管してください。
問い合わせ　税務課市民税班（☎55-8094）へ

医療費控除対象額
　平成28年中に支払った医療費の合計が下記の表で控除となる金額以上の場合、市・県民税の申告や確定
申告において医療費控除を受けることができます。
※申告をする前に必ず合計額を算出し、領収書を持って会場へお越しください。
※健康保険組合や生命保険などから医療費が補てんされた場合（高額療養費、入院給付金、高額介護サー
ビス費など）は、その金額を対象の医療費から差し引いてください。

識知豆の除控費療医

総 所 得 金 額 等 医 療 費 控 除 と な る 額

200万円未満の人

200万円以上の人

支払った医療費の合計のうち、総所得金額等×5％を超えた額

支払った医療費の合計のうち、10万円を超えた額

　求職者の事前申し込みは不要です。面接希望
者は履歴書をご持参ください。
○と　き　1月28日㈯午後1時30分～3時30分
○ところ　横手セントラルホテル2階
○内　容　求人企業との面接および企業説明など
○対象（求職者）
　一般求職者、既卒業者、Ａターンおよび平成
29年3月大学など卒業予定者
※詳しくは下記へ問い合わせください。
○問い合わせ
　横手市商工労働課（☎0182-32-2115）へ

　求職者の事前申し込みは不要です。
面接希望者は履歴書をご持参ください。
○と　き　2月1日㈬午後1時30分～3時30分
○ところ　湯沢グランドホテル2階
○内　容　企業採用担当者からの企業説明（質
問・相談含む）または面接など

○対象（求職者）
　①ハローワーク湯沢管内およびその周辺に就
職希望の人

　②地元秋田へのＡターン就職を希望する人
　③学校卒業予定者（大学院、大学、短大、高専、
専修、高等学校）

※参加企業名は、市ホームページで閲覧できま
す。詳しくは下記へ問い合わせください。
○問い合わせ
　まるごと売る課商工労政班（☎55-8186）へ

横手市就職面接会・企業説明会

企業説明会＆面接会
入退場

自由

参加無
料!入退場
自由

参加無
料!

特
設
人
権
相
談
所



　農業委員会等に関する法律が改正され、これまで実施されていた農業委員の選挙は行わず、市長が議会の同
意を得て任命することになりました。また、農地利用最適化推進委員（以下、「推進委員」 という。）が新設さ
れることになり、農業委員会は平成29年8月から新体制へ移行します。これに伴い、推薦・一般公募により農
業委員および推進委員の候補者を募集します。
　募集期間は、2月中旬以降の1カ月間程度を予定しています。
【農業委員会の仕事】
　法改正により、これまでの農地法等に基づく農地の権利移動や転用の許可、農業者年金の加入手続などのほ
かに、担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入促進の仕事が義務づけられました。
≪農業委員≫
　総会での農地法等に基づく審議・決定とともに、農地利用の最適化を推進するための現場活動を行います
≪推進委員≫
　担当区域での農地利用の最適化を推進するための現場活動を行います
≪委員数と報酬≫

○問い合わせ　農業委員会事務局（☎73-2138）へ

■歯　周　疾　患　検　診
■後期高齢者歯科健康診査

　市では、将来にわたって健康な歯で健康な体づくりを目指して、歯周疾患検診および後期高齢者歯科健康診
査を実施しています。
　歯周疾患検診は、平成28年度中に30、40、50、60、70歳になるかたが対象です。また、後期高齢者歯科健康診査は、
28年4月1日現在で満75歳のかたが対象です。
　対象者には28年6月に通知書を送付していますので、まだ受診していな
いかたは2月28日㈫まで受診するようにしてください。
　口は、体の玄関であり、健康の玄関でもあると言われています。最近、
歯周病菌が全身のさまざまな病気に影響していることが分かってきました。
特に注目を集めているのが生活習慣病との関係です。歯周病予防は生活習
慣病を防ぐことにもつながります。この機会に歯科検診を受診しましょう。
○問い合わせ　健康対策課予防衛生班（☎73‒2124）へ

後期高齢者
歯科健康診査

満　75　歳
（平成28年4月1日現在）

歯周疾患検診 30、40、50、60、70歳

検診の種類 対　象　者

無　　　料

検診料金 受　診　方　法

（治療、処置を　　
　行う場合は有料）

通知書に記載された実施医療機
関に予約の上、検診通知書、健
康保険証を持参して受診してく
ださい

新しい農業委員会体制について新しい農業委員会体制について

農 業 委 員

推 進 委 員

委　　員

3 4 , 0 0 0 円

2 8 , 0 0 0 円

報酬（月額）

19　人

18　人

人　数

過半数は認定農業者､ 農業に関わりがない人を1人以上

湯沢地域8人､稲川地域4人､雄勝地域4人､皆瀬地域2人

内　　　　　訳

2017.01.15
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受診は「2月28日」まで!受診は「2月28日」まで!受診は「2月28日」まで!

　市では、予測される災害や被害の範囲、指定避難所・
指定緊急避難場所などの防災情報を掲載した湯沢市防
災マップ（保存版）を2月に配布する予定です。
　昨年行われた国土交通省による浸水想定区域見直し
に伴い、洪水災害による浸水区域が拡大されたほか、
さまざまな災害に対する備えや対策など、災害発生時
において、皆さんが迅速かつ的確な避難が行えるよう、
より詳細に掲載しています。
　皆さんがお住まいの地域の特性や実情を再確認し、
各家庭における防災意識と地域における防災力の向上
にお役立てください。
　日常生活において、家族間の意思疎通を図り、発災
直後、すぐに活用できるよう日頃から目の届く場所に
大切に保管してください。
◯問い合わせ　総務課総合防災室（☎55-8250）へ

「湯沢市防災マップ」
を2月に配布します
「湯沢市防災マップ」
を2月に配布します
「湯沢市防災マップ」
を2月に配布します

2017.01.15
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　新しく事業を始めたい人などを対象に、経営知識
やノウハウ、経営資源を得るための場を提供し、起
業・創造を支援します。
と　き　2月4日から3月4日までの毎週土曜日
　　　　　午前10時～午後4時
◯ところ　市役所本庁舎　2階会議室
◯内　容　起業するにあたり踏まえておきたい知識

の講義と事業計画の作成支援
◯講　師　一般社団法人ＭＡＫＯＴＯ
◯受講料　無料
◯申込期限　2月3日㈮まで
◯申込方法　ＷＥＢサイト応募フォームまたは
　メールで申し込みください
　①ＱＲコードから

　②メールアドレス　mikata＠mkto.org
◯問い合わせ
　一般社団法人ＭＡＫＯＴＯ（☎022-352-8850）へ

　居住していた人が亡くなったことにより空き家と
なる一定の要件を満たす家屋・敷地を相続した人が、
平成28年4月1日から31年12月31日までの間に、そ
の家屋または除却後の敷地を譲渡した場合、譲渡益
から3 ,000万円の特別控除の特例を受けることができ
る制度が創設されました。
　特別控除の特例を受ける場合、必要書類を添えて
確定申告する必要があります。
　手続きの詳細については、湯沢税務署または、く
らしの相談課へ問い合わせください。
　また、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）に情
報が掲載されていますのでご覧ください。
【対象となる要件（概要）】
■家屋・敷地を譲渡した場合
　相続した家屋に耐震性がない場合は、耐震リ
フォームをしたもので、相続時から3年を経過する
日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。
■家屋の除却後に敷地を譲渡した場合
　相続時から3年を経過する日の属する年の12月31
日までの譲渡に限ります。
○問い合わせ　湯沢税務署（☎73‒5100）または、く
らしの相談課よーく聴く窓口班（☎73‒2115）へ

空き家に係る譲渡所得の
　　特別控除特例の創設のお知らせ
空き家に係る譲渡所得の
　　特別控除特例の創設のお知らせ



太 田　 　律くん

草 彅　朱 璃ちゃん

竹 下　正 人くん

石 山　大 地くん

●湯沢地域
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12. 9

12.13

12.13

12.17

雅貴さん・暁子さん

祐哉さん・美幸さん

了さん・有紀子さん

聡さん・由佳さん

御嶽町第１

中 野 町 ２

元清水第３

岡　　　田

■湯沢地域
年齢氏　　　　名死亡月日 世帯主行　政　区

「こんにちは赤ちゃん」 「おくやみ」 に掲載を希望しない人は、届け出の際に窓口へ申し出てください。

■稲川地域
年齢氏　　　　名死亡月日 世帯主行　政　区

中　町　２
川　　　連
梺　　　２

90
78
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12.16
12.23
12.24

12月27日届け出分まで
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12.15
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12.16
12.17
12.18
12.19
12.19
12.19
12.19
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12.20
12.20
12.20
12.20
12.20
12.21
12.24
12.25
12.25
12.26

41
85
86
52
83
74
90
90
91
84
86
85
94
80
72
88
80
78
86
97

両　　　神
杉沢裏第２
寺　沢　下
杉沢新所上
田 町 第 １
内　舘　町
愛 宕 新 町
湯　の　原
さつき町第２
寺　沢　上
さつき町第２
成 沢 下 丁
戸　　　平
清水町第３
栄　　　町
根 小 屋 町
内　森　合
大 島 第 １
田 町 第 １
大工町第１

文　夫
有　吉
三都子
一　二
妙　子
イナ子
本　人
公　徳
本　人
啓　一
タ　ツ
キ　ク
実
本　人
哲　也
久
健　一
寛二郎
本　人
正　光

安 達　憲 市さん
髙 橋　辰 子さん
佐々木勇太郎さん

12月27日届け出分まで

■雄勝地域
年齢氏　　　　名死亡月日 世帯主行　政　区
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役　　　内

90
93

12.18
12.18

洋　子
廣　一

高 橋　賢 太さん
松 田　キ ヨさん
渡 部　ヤ スさん
伊 藤　悦 子さん
奥 山　利 八さん
奥 山　満 夫さん
杉 山　　 清さん
佐 藤　ユ リさん
里 見 トモヱさん
渡 部　圭 子さん
磯 部　吉 男さん
髙 橋　友 治さん
髙 橋 スヱノさん
平 山 トキ子さん
小 松　哲 雄さん
内 藤 久太郎さん
阿 部　政 子さん
柴 田 ミツ子さん
山 脇　テ イさん
白 土 レツ子さん

渡 部　榮 夫さん
　　 　ヤ スさん
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人口と世帯数の動き世人口と き
12月末現在

●人口
男
女

………
………
………

前月比

●世帯数…
前月比

47,094人
22,496人
24,598人

（－80人）

（－29人）

（－51人）

18,054世帯（－17世帯）新生活のスタートに向けて

　新年度に向けて、賃貸住宅への入居や
退去をされる人が増える時期です。
　入居時は、契約書面を受け取って、契
約内容の説明をしっかり受け、不明な点
はその場で確認するようにしましょう。
　退去時は、賃貸住宅を入居前の状態に
戻す「原状回復義務」が発生します。退
去時のトラブルを防ぐた
めにも、入居時にしっか
り契約内容を確認するよ
うにしましょう。

　心配なとき、困ったときは、早めに相談を！
■消費生活に関する相談、出前講座の依頼は…
　湯沢市消費生活センター
　市役所本庁舎１階（☎72－0874) へ
　受付時間（平日）：午前8時30分～午後5時

　湯沢市の皆さん、こんにちは！
　コーポレートフェローシップで、平成28年11月11
日に派遣されてきましたＮＥＣソリューションイノ
ベータ株式会社の飯田眞悟です。
　派遣され１カ月が過ぎたけど、どんな活動してい
るの？と気になっていると思いますので、フェロー
活動状況を報告します。派遣翌週に「オープンデー
タ研修会」、28年12月には湯沢初の「オープンデー
タ・アイデアソンｉｎ湯沢」を開催し、オープンデー
タの有効性やオープンデータを活用したさまざまな
アイデアを共有できました。また、今回の派遣の最
大の目的である「湯沢市オープンデータ」サイトも、
スモールスタートではありますが、28年12月24日に
公開できました。
　オープンデータ化により、行政が持っているさま
ざまなデータを、加工・活用しやすい形で公開する
ことで、まちの姿の「見える化」や生活の利便性向
上につながると考えています。まだスタートしたば
かりですが、「どんなデータが求められている
か？」、「アイデアを実現するためにはどんなデータ

が必要か？」も、市民や職員と一緒に考えていきた
いと思います。
　先日、ＦＭゆーとぴあ「おしゃべりミュージック
ＢＯＸ」に出演。前半はフェローとしての真面目な
顔、後半は夜に顔を出す不思議なキャラ（チーママ
と呼ばれてます）を紹介させていただきました。リ
スナーの感想が気になるところですが、湯沢の皆さ
んともっとお近づきになりたい一心での出演でし
た！（逆効果？）
　こんな私ですが、見かけた際は気軽に声を掛けて
ください。フェロー活動期間中に友達100人作りたい
です！ 引き続きよろしくお願いします。

『コーポレートフェロー日記』『コーポレートフェロー日記』『コーポレートフェロー日記』

いい　だ　しん　ご
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